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    令和５年１０月              静岡県自動車整備健康保険組合 
 

 この調査は、被扶養者の適正な認定を行うことにより保険給付及び健保組合の財政に大きな影響を与える 

高齢者医療制度への納付金・支援金支出の適正化を図るための重要な調査です。被扶養者資格の再確認は、  

事前に当健保組合に登録されている個人番号（マイナンバー）を使用し、情報連携を用いて居住状況や収入等

の確認をさせていただきます。情報連携で確認ができない対象者や追加書類等が必要な対象者がいる場合のみ

調査表をお送りしますので、記入および必要な書類を添付して提出して下さい。お手数をおかけしますが  

ご理解とご協力をお願いいたします。 
 

被扶養者の認定条件について 

  令和５年４月１日以前に認定した１９歳以上の被扶養者及び健保組合で再確認が必要と判断した者。 

 ＊「収入の有無」欄はそれぞれ該当する方に○印を付して下さい。 

 ＊「職業 学校・学年」欄は勤めをしている場合は「職業」を、勤めをしていない人は「無職」、学生の場合 

  「学校名・学年」を記入して下さい。 

 ＊ 調査表の「収入の有無」欄に「有」と○印を付した方は記入して調査表に添付して下さい。 

 ＊ 収入の金額が確認できる書類の写しを添付して下さい。 

 ＊ 学生の方は学生であることを証明する書類の写しを添付して下さい。 

 ＊ 同居であることが認定条件である方は住民票（謄本）の写しを添付して下さい。 
 

 年に一回行われる健診、今年度は受診されましたか？今まで受けていなかった方はもちろん、昨年受けた方

は昨年と比較して自分の健康状態を知ることができます。健保組合では料金の一部を補助していますので   

毎年必ず受診して健康状態をチェックしましょう！詳しくはホームページをご覧下さい。 
 

 


